
厚木市入湯税実態調査要綱 

 

（調査の目的） 

第１条 この調査は、地方税法第 701 条の５及び厚木市市税条例第３章第２節

に基づき本市の入湯税の特別徴収義務者に対し、適正な帳簿書類の作成及び

申告、納入を監査し、指導することを目的とする。 

（調査対象） 

第２条 現況確認が必要と認められる特別徴収義務者に対して原則として２年

度継続して調査を実施する。 

（調査対象期間） 

第３条 直近の申告から６ヶ月分以上の申告内容を対象に実施 

（調査方法） 

第４条 

(1)当課に提出された納入申告書に記載された入湯客数を以下の書類等によ

り確認する。 

ア 宿泊者名簿（旅館業法第６条第１項により設置義務あり） 

  イ 宿泊者伝票 

  ウ 売上日計表、月報等 

  エ その他入湯客数を的確に把握できる書類 

(2)照合項目等 

ア 申告内容の適正（申告書提出日、納入金額及び期日の確認等） 

イ 宿泊及び日帰り客数が把握できる帳票類との整合 

ウ 課税免除者の適用の整合 

エ 入湯税の告知方法 

(3)情報収集 

施設概要（収容人員、客室数、宿泊料金、日帰り料金等） 

(4)調査員 

市民税課税制係事務職員２名以上での実施 

（調査予定期間） 

第５条 概ね 10 月から 11 月までの間において適宜設定して行う。 

（指導、処分） 

第６条 この調査により申告及び納入に誤りがあった場合、地方税法第 701

条の９及び地方税法第 701 条の 10 に基づき入湯税に係る更正及び徴収を行

う。また、帳簿の記載事項に誤りがあった場合には適正な帳簿記載の指導

を行う。 

  なお、指導に従わない場合は、地方税法第 701 条の６に基づき処分を行



うことができる。 

（調査の報告） 

第７条 市は、この現況調査の結果を特別徴収義務者に通知する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 31 年２月６日から施行する。 


